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�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
宅
地
建
物
取
引
業
法
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
の
公
開

の
聴
聞
（
九
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…（
住
宅
政
策
本
部
民
間
住
宅
部
不
動
産
業
課
）…
一

○
令
和
五
年
東
京
都
告
示
第
六
百
三
十
九
号
（
平
成
二
十
一

年
東
京
都
告
示
第
千
三
百
三
十
六
号
（
東
京
都
建
築
物
環

境
配
慮
指
針
）
の
全
部
改
正
）
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…

…
…
…
…（
環
境
局
気
候
変
動
対
策
部
環
境
都
市
づ
く
り
課
）…
三

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…
四

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
解
除
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
六

○
東
京
港
港
湾
隣
接
地
域
の
解
除
に
関
す
る
公
聴
会
の
開
催

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
港
湾
局
港
湾
経
営
部
経
営
課
）…
七

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
百
四
十
七
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の

規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
の
十
五
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
、
公
開
の
聴
聞
を
次
の
と
お
り
行
う
。

令
和
八
年
二
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

日
時

令
和
八
年
三
月
三
日

午
前
十
時
三
十
分

二

場
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
住
宅
政
策

本
部
民
間
住
宅
部
聴
聞
室

三

被
聴
聞
者

㈠

商
号

株
式
会
社
青
建
社

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

青
木

龍
剛

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

昭
島
市
東
町
四
丁
目
十
番
十
四
号

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑶
第
九
八
〇
四
五
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
七
年
七
月
三
日

◉
東
京
都
告
示
第
百
四
十
八
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の

規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
の
十
五
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
、
公
開
の
聴
聞
を
次
の
と
お
り
行
う
。

令
和
八
年
二
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

日
時

令
和
八
年
三
月
三
日

午
後
二
時
三
十
分

二

場
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
住
宅
政
策

本
部
民
間
住
宅
部
聴
聞
室

三

被
聴
聞
者

㈠

商
号

株
式
会
社
シ
ー
ベ
ヌ

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

岩
﨑

峰
雄

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

杉
並
区
上
高
井
戸
一
丁
目
十
三
番
一
号

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑹
第
七
八
八
二
八
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
七
年
八
月
四
日

◉
東
京
都
告
示
第
百
四
十
九
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の

規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
の
十
五
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
、
公
開
の
聴
聞
を
次
の
と
お
り
行
う
。

令
和
八
年
二
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

日
時

令
和
八
年
三
月
四
日

午
前
十
時
三
十
分

二

場
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
住
宅
政
策

本
部
民
間
住
宅
部
聴
聞
室

三

被
聴
聞
者

㈠

商
号

有
限
会
社
信
明
商
事

㈡

代
表
者
氏
名

取
締
役

秋
元

秀
子

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

荒
川
区
東
日
暮
里
四
丁
目
三
十
六
番
二
十
三

号

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑸
第
八
三
九
四
八
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
六
年
十
二
月
十
七
日

◉
東
京
都
告
示
第
百
五
十
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の

規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
の
十
五
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
、
公
開
の
聴
聞
を
次
の
と
お
り
行
う
。

令
和
八
年
二
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

日
時

令
和
八
年
三
月
四
日

午
後
一
時
三
十
分
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二

場
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
住
宅
政
策

本
部
民
間
住
宅
部
聴
聞
室

三

被
聴
聞
者

㈠

商
号

Ｓ
Ｅ
Ｇ
株
式
会
社

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

目
黒

啓
太

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

渋
谷
区
広
尾
五
丁
目
三
番
十
三
号

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑵
第
一
〇
三
三
六
二
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日

◉
東
京
都
告
示
第
百
五
十
一
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の

規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
の
十
五
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
、
公
開
の
聴
聞
を
次
の
と
お
り
行
う
。

令
和
八
年
二
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

日
時

令
和
八
年
三
月
四
日

午
後
三
時
三
十
分

二

場
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
住
宅
政
策

本
部
民
間
住
宅
部
聴
聞
室

三

被
聴
聞
者

㈠

商
号

ア
イ
ハ
ウ
ス
株
式
会
社

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

藤
原

一
誠

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

板
橋
区
赤
塚
二
丁
目
九
番
六
号

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑵
第
一
〇
三
九
三
九
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
六
年
九
月
二
十
日

◉
東
京
都
告
示
第
百
五
十
二
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の

規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
の
十
五
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
、
公
開
の
聴
聞
を
次
の
と
お
り
行
う
。

令
和
八
年
二
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

日
時

令
和
八
年
三
月
五
日

午
前
十
時
三
十
分

二

場
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
住
宅
政
策

本
部
民
間
住
宅
部
聴
聞
室

三

被
聴
聞
者

㈠

商
号

サ
ン
ト
ラ
ス
ト
株
式
会
社

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

山
﨑

太
介

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

千
代
田
区
神
田
三
崎
町
二
丁
目
十
二
番
九
号

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑵
第
一
〇
二
二
〇
一
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
五
年
六
月
二
十
二
日

◉
東
京
都
告
示
第
百
五
十
三
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の

規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
の
十
五
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
、
公
開
の
聴
聞
を
次
の
と
お
り
行
う
。

令
和
八
年
二
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

日
時

令
和
八
年
三
月
五
日

午
後
二
時
三
十
分

二

場
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
住
宅
政
策

本
部
民
間
住
宅
部
聴
聞
室

三

被
聴
聞
者

㈠

商
号

株
式
会
社
ド
リ
ー
ム
リ
ン
ク

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

許

雪
清

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

練
馬
区
豊
玉
上
二
丁
目
二
十
一
番
三
号

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑶
第
九
五
八
九
三
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
五
年
十
月
十
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
百
五
十
四
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の

規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
の
十
五
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
、
公
開
の
聴
聞
を
次
の
と
お
り
行
う
。

令
和
八
年
二
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

日
時

令
和
八
年
三
月
六
日

午
前
十
時
三
十
分

二

場
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
住
宅
政
策

本
部
民
間
住
宅
部
聴
聞
室

三

被
聴
聞
者

㈠

商
号

有
限
会
社
ア
フ
ィ
ッ
ト

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

菅
沼

仁

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

目
黒
区
目
黒
一
丁
目
二
十
四
番
六
号

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑺
第
七
三
四
四
四
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
五
年
十
一
月
十
七
日

◉
東
京
都
告
示
第
百
五
十
五
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の

規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
の
十
五
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
、
公
開
の
聴
聞
を
次
の
と
お
り
行
う
。
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令
和
八
年
二
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

日
時

令
和
八
年
三
月
六
日

午
後
二
時
三
十
分

二

場
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
住
宅
政
策

本
部
民
間
住
宅
部
聴
聞
室

三

被
聴
聞
者

㈠

商
号

株
式
会
社
東
京
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

池
田

正
博

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

品
川
区
西
五
反
田
二
丁
目
十
五
番
十
三－

二

〇
二
号

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑶
第
九
五
八
四
六
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
五
年
十
月
四
日

◉
東
京
都
告
示
第
百
五
十
六
号

令
和
五
年
東
京
都
告
示
第
六
百
三
十
九
号
（
平
成
二
十
一
年
東
京

都
告
示
第
千
三
百
三
十
六
号
（
東
京
都
建
築
物
環
境
配
慮
指
針
）
の

全
部
改
正
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

別
表
第
四
１
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
表
第
四
備
考
１
中
「住

宅
用
途
Ｂ
Ｅ
Ｉ

」
を
「住

宅
用
途
Ｂ
Ｅ

Ｉ
（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
除
く
。
）

」
に
、
「第

１０条
第
１
項

第
１
号
ロ

」
を
「第

１０条
第
１
項
第
１
号
ロ
⑴

」
に
、
「イ

か
ら
ハ

ま
で

」
を
「イ

か
ら
ニ
ま
で

」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
備
考
２
及
び
備
考
３
中
「第

１０条
第
１
項
第
１
号
ロ

」

を
「第

１０条
第
１
項
第
１
号
ロ
⑴

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
百
五
十
七
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
港
区
芝
浦
四
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
百
五
十
八
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五
年
東
京
都
告
示
第
二
百
七
十
二
号

に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
江
東
区
塩
浜
二
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
百
五
十
九
号

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
十
七
条
の

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
港
の
港
湾
隣
接
地
域
の
指
定
解
除

に
関
す
る
公
聴
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
九
日

東
京
港
港
湾
管
理
者

東
京
都

代
表
者

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

日
時

令
和
八
年
三
月
十
二
日
（
木
曜
日
）
午
後
二
時

二

場
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
八
階
港
湾
局
八
Ａ
会
議
室

三

指
定
解
除
し
よ
う
と
す
る
地
域
（
別
図
の
と
お
り
）

江
東
区
新
砂
二
丁
目
埋
立
地
の
し
ゅ
ん
功
に
伴
い
港
湾
区
域
に

隣
接
し
な
く
な
っ
た
地
域

四

公
述
人
の
範
囲

三
に
掲
げ
る
地
域
に
利
害
関
係
を
有
す
る
者
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